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              令 和 五 年 第 二 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

 

一 、 開 会 日 時     令 和 五 年 六 月 二 日   午 前 十 時 二 十 分  

 

一 、 開 会 場 所     藤 崎 町 議 会 議 場  

 

一 、 閉 会 日 時     令 和 五 年 六 月 八 日   午 後 〇 時 〇 一 分  

 

一 、 出 席 及 び 欠 席 議 員 の 氏 名                    

              別 紙 の と お り  

                                            

一 、 職 務 の た め 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員 の 職 氏 名  

      事 務 局 長  木  村  宣  文   係      長  大 崎 光 喜 

 

一 、 地 方 自 治 法 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 説 明 の た め 出 席 し た 者 の 職 氏 名 

町 長 平 田 博 幸  副 町 長 五 十 嵐 晋 

総務課長選管事務局長併任 髙 木 秀 光  財 政 課 長 三 上 孝 之 

経 営 戦 略 課 長 石  澤  岩  博   税 務 課 長 佐 々 木 克 尚 

住 民 課 長 石  井    孝   福 祉 課 長 葛 西 昭 仁 

農政課長農委事務局長併任 舘  田  康  彦   建 設 課 長 鳴  海  浩  司  

上 下 水 道 課 長 木  村  文  徳   会計管理者会計課長兼務 髙 木 勝 則 

監 査 委 員 福  士  竹  志   選 挙 管 理 委 員 長 加 福 孝 二 

農 業 委 員 会 会 長 安 原 義 太 郎  教 育 長 羽 賀 義 易 

学務課長学校給食センター所長兼務 佐 藤 康 文  生 涯 学 習 課 長 佐 々 木 泰 人 
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一 、 議 事 日 程  

          別 紙 の と お り  

 

一 、 会 議 に 付 し た 事 件  

 

一 、 会 議 録 署 名 者 指 名  

 

一 、 会 期 の 決 定  

 

一 、 諸 般 の 報 告  

 

一 、 町 長 提 案 理 由 説 明  

 

一 、  陳 情 書 の 委 員 会 付 託  

 

一 、  発 議 第   四 号  藤 崎 町 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案  

 

一 、  報 告 第   三 号  専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

（ 藤 崎 町 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

 
一 、  報 告 第   四 号  専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

（ 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

 

一 、  報 告 第   五 号  専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

  （ 藤 崎 町 承 認 地 域 経 済 牽 引 事 業 の た め に 設 置 さ れ る 施 設 に 係 る 固

定 資 産 税 の 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 )  
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一 、  報 告 第   六 号  専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

        （ 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

 

一 、  報 告 第   七 号  専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

        （ 令 和 四 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 十 一 回 )）  

 

一 、  報 告 第   八 号   専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

              （ 令 和 四 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 予 算

（ 第 五 回 )）  

 

一 、  報 告 第   九 号  専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

        （ 令 和 五 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 一 回 )）  

 

一 、  報 告 第   十 号  専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件  

（ 損 害 賠 償 額 の 決 定 に つ い て ）  

 

一 、  報 告 第  十 一 号  住 宅 使 用 料 に 係 る 権 利 放 棄 の 報 告 の 件  

 

一 、  報 告 第  十 二 号  水 道 料 金 に 係 る 権 利 放 棄 の 報 告 の 件  

 

一 、  報 告 第  十 三 号  令 和 四 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 の 報 告 の 件  

 

一 、  議 案 第 二 十 七 号  藤 崎 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 選 任 の 件  
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一 、  議 案 第 二 十 八 号  藤 崎 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 選 任 の 件  

 

一 、  議 案 第 二 十 九 号  藤 崎 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 選 任 の 件  

 

一 、  議 案 第  三 十 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 一 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 二 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 三 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 四 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 五 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 六 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 七 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 八 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 三 十 九 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  
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一 、  議 案 第  四 十 号  藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件  

 

一 、  議 案 第 四 十 一 号  藤 崎 町 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 等 並 び に そ の 支 給  

              条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案  

 

一 、  議 案 第 四 十 二 号  工 事 の 請 負 契 約 の 件  

 

一 、  議 案 第 四 十 三 号  工 事 の 請 負 契 約 の 件  

 

一 、  議 案 第 四 十 四 号  工 事 の 請 負 契 約 の 件  

 

一 、  議 案 第 四 十 五 号  財 産 取 得 の 件  

 

一 、  議 案 第 四 十 六 号  令 和 五 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 二 回 ） 案  

 

一 、  議 案 第 四 十 七 号  令 和 五 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 案  

（ 第 一 回 ） 案  

 

一 、  議 案 第 四 十 八 号  令 和 五 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 予 算 案  

        （ 第 一 回 ） 案  

 

一 、  議 案 第 四 十 九 号  令 和 五 年 度 藤 崎 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 一 回 ） 案  
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一 、  議 案 第  五 十 号  令 和 五 年 度 藤 崎 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 案 （ 第 一 回 ） 案  

 

一 、  陳 情 第   三 号  「 核 兵 器 禁 止 条 約 の 署 名 ・ 批 准 を 求 め る 意 見 書 」 採 択 の 陳 情  

 

一 、  発 議 第   七 号  日 本 政 府 に 核 兵 器 禁 止 条 約 の 署 名 ・ 批 准 を 求 め る 意 見 書 案  

 

一 、  陳 情 第   四 号  国 に 対 し 、 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式 （ イ ン ボ イ ス 制 度 ） の 延 期 ・  

              見 直 し を 求 め る 陳 情 書  

 

一 、  発 議 第   八 号  国 に 対 し 、 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式 （ イ ン ボ イ ス 制 度 ） の 延 期 ・  

見 直 し を 求 め る 意 見 書 案  

 

一 、 常 任 委 員 会 報 告  

 

一 、 議 会 広 報 特 別 委 員 会 報 告  

 

一 、 議 会 運 営 委 員 会 の 閉 会 中 の 継 続 調 査 の 件  

 

一 、  常 任 委 員 会 の 閉 会 中 の 継 続 調 査 の 件  

 

一 、  議 会 改 革 特 別 委 員 会 の 閉 会 中 の 継 続 調 査 の 件  

 

一 、  議 会 広 報 特 別 委 員 会 の 閉 会 中 の 継 続 調 査 の 件  

 

一 、  議 員 派 遣 の 件  
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一 、 議 事 の 経 過  

別 紙 の と お り  
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     第 一 日   令 和 五 年 六 月 二 日                開  議  午 前 十 時 二 十 分  

 

○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  お は よ う ご ざ い ま す 。  

  開 会 前 に 報 告 事 項 が あ り ま す の で 、 事 務 局 か ら 報 告 さ せ ま す 。 事 務 局 長 。  

○ 事 務 局 長 （ 木 村 宣 文 君 ）  

  報 告 い た し ま す 。  

  九 番 吉 村 忠 男 議 員 か ら 所 用 の た め 欠 席 す る 旨 の 届 出 が あ り ま し た 。  

  ま た 、 説 明 員 と し て 出 席 要 求 し て お り ま し た 選 挙 管 理 委 員 会 、 加 福 委 員 長 が 所 用 の た め 欠 席 す る 旨 の 報 告 を い た だい

て お り ま す 。  

  報 告 は 以 上 で ご ざ い ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  次 に 、 当 議 会 で は 、 十 月 ま で の 間 、 ク ー ル ビ ズ に 対 応 す る た め 、 本 会 議 及 び 各 委 員 会 の 委 員 の 出 席 は 上 着 を 着 用 しな

い ノ ー ネ ク タ イ 及 び 半 袖 ワ イ シ ャ ツ を 可 と す る こ と と い た し ま す の で 、 ご 報 告 い た し ま す 。 ま た 、 説 明 員 の 方 々 も 同様

と い た し ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

  次 に 、 四 月 一 日 付 人 事 異 動 に よ り 説 明 員 に 異 動 が あ り ま し た の で 、 自 己 紹 介 を さ せ ま す 。  

  ま ず 、 住 民 課 長 、 石 井  孝 君 。  

○ 住 民 課 長 （ 石 井  孝 君 ）  

  四 月 よ り 住 民 課 長 を 拝 命 い た し ま し た 石 井  孝 と 申 し ま す 。 至 ら ぬ こ と も あ る か と 存 じ ま す が 、 ご 指 導 ご 鞭 撻 の ほ ど、
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ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  次 に 、 上 下 水 道 課 長 、 木 村 文 徳 君 。  

○ 上 下 水 道 課 長 （ 木 村 文 徳 君 ）  

  上 下 水 道 課 長 を 拝 命 し た 木 村 文 徳 と 申 し ま す 。 上 下 水 道 事 業 の 健 全 経 営 に 努 め て ま い り た い と 思 い ま す の で 、 よ ろし

く お 願 い い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  会 議 に 入 る 前 に 、 議 場 内 の 皆 様 で ス マ ー ト フ ォ ン や 携 帯 電 話 を お 持 ち の 方 は 電 源 を 切 っ て い た だ く よ う 、 ご 協 力 お願

い し ま す 。  

  た だ い ま の 出 席 議 員 数 は 十 二 名 で あ り ま す 。 定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 た だ い ま か ら 令 和 五 年 第 二 回 藤 崎 町 議会

定 例 会 を 開 会 し ま す 。  

  こ れ か ら 本 日 の 会 議 を 始 め ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

  会 議 規 則 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 、 会 議 録 署 名 者 は 、 一 番 石 澤 貴 幸 議 員 、 二 番 三 上 道 人 議 員 、 三 番 阿 部 祐 己 議 員を

指 名 い た し ま す 。  

  日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と し ま す 。  

  本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た の で 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求め

ま す 。 奈 良 議 会 運 営 委 員 長 。  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 奈 良 完 治 君 ）  
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  お は よ う ご ざ い ま す 。  

  た だ い ま か ら 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 い た し ま す 。  

  去 る 五 月 三 十 日 午 前 十 時 か ら 役 場 三 階 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九 条 第 三 項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 を す るた

め 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、 令 和 五 年 第 二 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 各 委 員 の 意 見 を 十 分 尊 重の

上 、 慎 重 に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 六 月 八 日 ま で の 七 日 間 と し 、 会 期 日 程 に つ い て は お 手 元 に 配 付し

て お り ま す と お り 、 六 月 二 日 は 開 会 、 会 議 録 署 名 者 指 名 、 会 期 の 決 定 、 諸 般 の 報 告 、 町 長 提 案 理 由 説 明 、 陳 情 書 の 委員

会 付 託 、 六 月 三 日 、 四 日 は 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会 、 六 月 五 日 は 議 案 熟 考 の た め 休 会 、 六 月 六 日 は 町 政 に 対 す る 一般

質 問 、 六 月 七 日 は 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会 、 六 月 八 日 は 議 案 審 議 、 採 決 、 閉 会 、 以 上 、 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 いた

し ま し た こ と を ご 報 告 い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  お 諮 り し ま す 。  

  た だ い ま 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本 日 か ら 六 月 八 日 ま で の 七 日 間 と し 、 休会

日 は お 手 元 に 配 付 し て お り ま す 日 程 表 の と お り に し た い と 思 い ま す 。  

  こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

     〔 「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。 よ っ て 会 期 は 本 日 か ら 六 月 八 日 ま で の 七 日 間 に 決 定 い た し ま し た 。  

  日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  

  議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 、 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 付 し て お り ま す 印 刷 物 に よ り ご 了 承 願 い ま す 。  
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  次 に 、 去 る 三 月 二 十 三 日 に 、 浅 利 直 志 議 会 広 報 特 別 委 員 会 委 員 長 よ り 委 員 長 の 辞 任 願 が 提 出 さ れ 、 委 員 会 条 例 第 十三

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 広 報 特 別 委 員 会 に お い て 許 可 さ れ ま し た 。 ま た 、 正 副 委 員 長 の 互 選 を 行 っ た と こ ろ 、 委員

長 に 五 十 嵐  忍 委 員 、 副 委 員 長 に 石 澤 貴 幸 委 員 が そ れ ぞ れ 互 選 さ れ ま し た こ と を ご 報 告 い た し ま す 。  

  次 に 、 代 表 監 査 委 員 か ら 監 査 報 告 を 求 め ま す 。 福 士 竹 志 代 表 監 査 委 員 。  

○ 監 査 委 員 （ 福 士 竹 志 君 ）  

  お は よ う ご ざ い ま す 。  

  そ れ で は 、 監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

  例 月 出 納 監 査 に つ い て は 、 去 る 五 月 二 十 二 日 、 二 十 三 日 及 び 二 十 四 日 の 三 日 間 に わ た り 、 四 月 分 の 各 会 計 の 収 入 、支

出 に つ い て 、 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出 に 関 す る 証 書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れて

お り 、 異 常 な い も の と 認 め ま し た 。  

  ま た 、 定 期 監 査 に つ い て は 、 去 る 五 月 十 五 日 、 十 六 日 及 び 十 八 日 の 三 日 間 に わ た り 、 町 補 助 交 付 団 体 を 対 象 に 執 行状

況 を 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 事 業 計 画 等 に 基 づ き 補 助 金 が 適 正 に 活 用 さ れ 、 諸 帳 簿 等 の 記 帳 及 び 整 備 は 適 正 と 認 めま

し た 。  

  次 に 、 工 事 に 関 し て 、 令 和 四 年 度 に 完 了 し た 藤 崎 中 央 小 学 校 大 規 模 改 造 工 事 の 二 期 は 、 建 設 さ れ て か ら 約 三 十 年 が経

過 し た 校 舎 の 長 寿 命 化 を 図 る た め に 、 屋 根 や 壁 な ど の 内 外 装 工 事 や Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 へ 更 新 な ど の 電 気 機 械 設 備 工 事 が 行 わ れ、

子 供 た ち の 教 育 環 境 が 向 上 し た 状 況 を 確 認 い た し ま し た 。  

  ま た 、 町 消 防 団 四 か 所 の 分 団 の 小 型 動 力 ポ ン プ 付 積 載 車 及 び 機 械 器 具 等 の 備 品 台 帳 の 記 帳 及 び 管 理 状 況 は 適 正 と 認め

ま し た 。  

  以 上 で 監 査 報 告 を 終 わ り ま す 。  
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○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  こ れ で 、 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

  日 程 第 四 、 報 告 第 三 号 か ら 報 告 第 十 三 号 ま で 、 議 案 第 二 十 七 号 か ら 議 案 第 五 十 号 ま で を 一 括 上 程 し 、 町 長 か ら 提 案理

由 の 説 明 を 求 め ま す 。 平 田 博 幸 町 長 。  

○ 町 長 （ 平 田 博 幸 君 ）  

  改 め ま し て 、 皆 さ ん お は よ う ご ざ い ま す 。  

  本 日 こ こ に 、 令 和 五 年 第 二 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ご 多 用に

も か か わ ら ず 、 ご 出 席 を 賜 り 、 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

  開 会 に 当 た り 、 一 言 挨 拶 申 し 上 げ ま す 。  

  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス が 国 内 で 初 め て 確 認 さ れ 、 お お よ そ 三 年 余 り 、 町 民 の 皆 様 に は こ れ ま で 本 当 に 多 く の 辛 抱 と 我慢

を 強 い て ま い り ま し た 。 し か し な が ら 、 先 月 、 感 染 法 上 の 位 置 づ け が 五 類 に 下 が る こ と と な り 、 ウ イ ズ コ ロ ナ の 下 で

徐 々 に 社 会 経 済 が 正 常 化 さ れ つ つ あ り 、 世 の 中 に は 明 る い 兆 し が 見 え 始 め て き た と こ ろ で あ り ま す 。  

  当 町 に お い て は 、 名 物 イ ベ ン ト で あ る 、 ふ じ ワ ン グ ラ ン プ リ 二 〇 二 三 、 夏 ま つ り 、 藤 崎 町 民 運 動 会 、 ふ じ さ き 秋 まつ

り な ど 、 各 種 の イ ベ ン ト を 順 次 開 催 す る 予 定 と し て お り 、 当 町 の 誇 る 地 域 の 特 産 品 の 発 信 や 住 民 参 画 に お け る 町 民 との

協 働 体 制 を 推 進 す る な ど 、 コ ロ ナ 前 以 上 の 活 力 を 取 り 戻 す た め の 取 組 を 進 め て ま い り た い と 考 え て お り ま す 。  

  ま た 、 地 域 経 済 対 策 と い た し ま し て 、 全 町 民 に ふ じ さ き 生 活 応 援 商 品 券 を 発 行 し 、 エ ネ ル ギ ー や 食 料 品 の 価 格 高 騰に

対 す る 生 活 の 負 担 軽 減 及 び 経 済 の 活 性 化 を 支 援 す る こ と と し て お り ま す 。  

  今 後 も 社 会 の 変 化 や 国 の 動 向 を 見 据 え つ つ 、 状 況 に 合 わ せ た 効 果 的 な 施 策 を 講 じ 、 地 域 経 済 活 動 の 回 復 に 努 め て まい

り た い と 思 い ま す 。  
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  次 に 、 八 月 五 日 、 安 全 ・ 安 心 な 地 域 社 会 づ く り の 形 成 を 目 指 し 、 藤 崎 町 交 通 安 全 ・ 生 活 安 全 ・ 防 火 総 決 起 大 会 を 実施

す る 予 定 と し て お り ま す 。 本 大 会 を 通 じ 、 関 係 機 関 や 各 団 体 と の 連 携 強 化 、 自 主 的 な 防 犯 ・ 防 火 活 動 の 推 進 、 ま た 、増

加 す る 犯 罪 や 災 害 等 に 対 応 す る 当 町 の 防 犯 力 の 意 識 向 上 を 目 指 す も の と し 、 今 後 に つ き ま し て も 継 続 的 に 施 策 を 講 じて

ま い り た い と 考 え て お り ま す 。  

  ま た 、 教 育 施 策 に 関 し ま し て 、 来 月 か ら い じ め や 不 登 校 、 あ る い は 障 害 等 の あ る 児 童 生 徒 へ の 支 援 を 行 う た め 、 学務

課 内 に 新 た な 係 を 新 設 す る 予 定 と し て お り ま す 。 今 後 、 不 登 校 児 童 等 へ の 意 識 と 理 解 を 高 め る た め 、 ま た 、 家 庭 や 学 校、

関 係 機 関 等 と の 効 果 的 な 連 携 を 図 る た め 、 早 期 の 支 援 体 制 の 構 築 を 目 指 す と と も に 、 心 の 居 場 所 と し て 学 校 づ く り を確

立 す る た め 、 邁 進 し て ま い り た い と 考 え て お り ま す 。  

  最 後 に 、 先 月 三 十 一 日 に 開 催 い た し ま し た チ ャ レ ン ジ デ ー に つ き ま し て 、 住 民 の 参 加 型 ス ポ ー ツ イ ベ ン ト と し て 当町

に 根 づ い た と こ ろ で あ り ま す が 、 主 催 者 側 の 事 業 終 了 に よ り 、 今 回 の 十 五 回 目 の 参 加 を も っ て 最 後 と な り ま し た 。 長き

に わ た り ご 尽 力 さ れ た 各 町 内 会 長 や ス ポ ー ツ 協 会 な ど 、 各 種 団 体 を は じ め 、 多 く の 関 係 者 の 皆 様 に は 改 め て 感 謝 を 申し

上 げ る と と も に 、 笑 顔 で あ ふ れ た 多 く の 参 加 者 の に ぎ や か で 活 気 の あ る 光 景 が 至 る と こ ろ で 見 ら れ 、 体 を 動 か す こ との

喜 び と 人 々 が 集 う こ と の 楽 し さ を 感 じ て い た だ い た も の と 実 感 し て い る と こ ろ で あ り ま す 。  

  結 果 に つ き ま し て は 、 皆 様 ご 承 知 の と お り 、 当 町 の 参 加 率 が 七 〇 ・ 八 ％ 、 対 戦 相 手 の 北 海 道 芦 別 市 の 参 加 率 が 五 四・

二 ％ で 、 見 事 勝 利 を 収 め 、 通 算 で 七 勝 六 敗 二 分 け と な り 、 勝 ち 越 し て 有 終 の 美 を 飾 る こ と が で き ま し た 。 今 後 も 、 これ

ま で の 開 催 に 際 し 、 町 民 の 健 康 意 識 の 高 揚 と ス ポ ー ツ に よ る 地 域 づ く り 、 ま ち づ く り を 推 進 し 、 町 民 の 健 康 づ く り を図

る た め 、 努 め て ま い り た い と 考 え て お り ま す 。  

  そ れ で は 、 本 定 例 会 の 開 会 に 当 た り 、 上 程 さ れ ま し た 報 告 十 一 件 、 議 案 二 十 四 件 の 概 要 に つ い て ご 説 明 申 し 上 げ 、ご

審 議 の 参 考 に 供 し た い と 思 い ま す 。  



 - 7 - 

  報 告 第 三 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 。 本 報 告 は 、 令 和 五 年 専 決 第 四 号 の 藤 崎 町 税 条 例 の 一 部を

改 正 す る 条 例 に つ い て で あ り ま す 。 今 回 の 改 正 は 、 地 方 税 法 等 の 一 部 改 正 等 に 伴 う 所 要 の 改 正 に つ い て 、 四 月 か ら 適用

す る た め 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 四 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 。 本 報 告 は 、 令 和 五 年 専 決 第 五 号 の 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険税

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て で あ り ま す 。 今 回 の 改 正 は 、 地 方 税 法 施 行 令 の 一 部 改 正 等 に 伴 う 所 要 の 改 正 に つい

て 、 四 月 か ら 適 用 す る た め 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 五 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 。 本 報 告 は 、 令 和 五 年 専 決 第 六 号 の 藤 崎 町 承 認 地 域 経 済牽

引 事 業 の た め に 設 置 さ れ る 施 設 に 係 る 固 定 資 産 税 の 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て で あ り ま す。

今 回 の 改 正 は 、 地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に 関 す る 法 律 第 二 十 六 条 の 地 方 公 共 団 体 等を

定 め る 省 令 の 一 部 改 正 に 伴 う 所 要 の 改 正 に つ い て 、 四 月 か ら 適 用 す る た め 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 六 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 。 本 報 告 は 、 令 和 五 年 専 決 第 七 号 の 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て で あ り ま す 。 今 回 の 改 正 は 、 健 康 保 険 法 施 行 令 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 出 産 育 児 一 時金

の 支 給 額 の 変 更 規 定 に つ い て 、 四 月 か ら 適 用 す る た め 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 七 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 。 本 報 告 は 、 専 決 第 八 号 の 令 和 四 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補正

予 算 （ 第 十 一 回 ） に つ い て で あ り ま す 。 今 回 の 補 正 は 、 地 方 交 付 税 や 県 支 出 金 な ど の 確 定 に 伴 う 歳 入 の 増 を 次 年 度 以降

の 財 源 確 保 に 充 て る た め 、 財 政 調 整 基 金 等 に 積 立 て す る な ど 、 予 算 調 整 を 中 心 と し た も の で 、 歳 入 歳 出 と も 七 千 四 百四

十 万 五 千 円 を 追 加 し 、 予 算 規 模 は 九 十 四 億 九 千 六 百 六 十 五 万 七 千 円 と な る も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 八 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 。 本 報 告 は 、 専 決 第 九 号 の 令 和 四 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保険

（ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 五 回 ） に つ い て で あ り ま す 。 今 回 の 補 正 は 、 歳 入 は 保 険 給 付 事 業 に 対 応 し た 県 支出
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金 及 び 繰 入 金 の 調 整 に よ る も の 、 歳 出 は 事 業 の 確 定 見 込 み に よ る も の で 、 歳 入 歳 出 と も 一 億 六 千 三 百 十 二 万 三 千 円 を減

額 し 、 予 算 規 模 は 十 七 億 千 五 百 四 十 万 三 千 円 と な る も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 九 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 。 本 報 告 は 、 専 決 第 十 号 の 令 和 五 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補正

予 算 （ 第 一 回 ） に つ い て で あ り ま す 。 今 回 の 補 正 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン の 追 加 接 種 に 要 す る 費 用 を 追 加 する

も の で 、 歳 入 歳 出 と も 七 千 五 百 八 十 七 万 七 千 円 を 追 加 し 、 予 算 規 模 は 七 十 三 億 七 千 百 八 十 七 万 七 千 円 と な る も の で あり

ま す 。  

  報 告 第 十 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 の 件 。 本 報 告 は 、 令 和 五 年 専 決 第 三 号 の 損 害 賠 償 額 の 決 定 に つ い て で あ り ま す。

内 容 に つ き ま し て は 、 令 和 四 年 十 二 月 二 十 三 日 、 イ オ ン 藤 崎 店 前 の 国 道 三 百 三 十 九 号 線 に お い て 、 町 職 員 が 運 転 す る公

用 車 と イ オ ン 藤 崎 店 駐 車 場 か ら 右 折 し て き た 相 手 方 自 動 車 が 接 触 し た こ と に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て 賠 償 額 を 決 定 した

こ と か ら 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 十 一 号 住 宅 使 用 料 に 係 る 権 利 放 棄 の 報 告 の 件 。 本 報 告 は 、 藤 崎 町 債 権 管 理 条 例 第 十 六 条 第 一 項 第 六 号 の 規 定に

基 づ き 、 回 収 で き る 見 込 み が な い 債 権 の 放 棄 に つ い て 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 十 二 号 水 道 料 金 に 係 る 権 利 放 棄 の 報 告 の 件 。 本 報 告 は 、 藤 崎 町 債 権 管 理 条 例 第 十 六 条 第 一 項 第 六 号 の 規 定 に基

づ き 、 回 収 で き る 見 込 み が な い 債 権 の 放 棄 に つ い て 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

  報 告 第 十 三 号 令 和 四 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 の 報 告 の 件 。 本 報 告 は 、 旧 弘 前 実 業 高 校 藤 崎 校 舎 屋内

フ ァ ー ム 等 整 備 事 業 の ほ か 六 件 に 係 る 令 和 四 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 を 調 製 し た こ と に つ い て 、 報告

す る も の で あ り ま す 。  

  議 案 第 二 十 七 号 か ら 議 案 第 二 十 九 号 藤 崎 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 選 任 の 件 。 以 上 三 件 は 、 藤 崎 町 固 定 資産

評 価 審 査 委 員 会 の 委 員 の 任 期 が 令 和 五 年 六 月 十 五 日 を も っ て 満 了 す る こ と か ら 、 白 取 正 美 氏 、 泉 田 裕 明 氏 及 び 幸 田 知子
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氏 の 三 氏 を 後 任 の 委 員 と し て 選 任 い た し た く 、 提 案 す る も の で あ り ま す 。 白 取 氏 は 平 成 十 六 年 六 月 か ら 、 泉 田 氏 は 令和

二 年 六 月 か ら 同 委 員 を 務 め ら れ て お り 、 固 定 資 産 の 評 価 に つ い て 豊 富 な 知 識 と 経 験 を 有 し 、 幸 田 氏 は 社 会 福 祉 協 議 会評

議 員 や ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 会 長 な ど を 歴 任 さ れ 、 社 会 福 祉 事 業 に お け る 適 正 な 運 営 に 関 し て 公 平 な 立 場 で 真 摯 に取

り 組 ま れ て お り 、 三 氏 と も 学 識 経 験 が 豊 富 で 、 委 員 と し て 適 任 で あ る と 考 え て お り ま す の で 、 議 会 の 同 意 を お 願 い する

も の で あ り ま す 。  

  議 案 第 三 十 号 か ら 議 案 第 四 十 号 藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 件 。 以 上 十 一 件 は 、 藤 崎 町 農 業 委 員 会 の 委 員 の 任期

が 令 和 五 年 七 月 十 九 日 を も っ て 満 了 す る こ と か ら 、 後 任 の 委 員 の 任 命 に つ い て 提 案 す る も の で あ り ま す 。 な お 、 今 回提

案 い た し ま す 方 々 は 、 佐 藤 秀 子 氏 、 舘 山 昭 一 氏 、 福 士 佳 子 氏 、 安 原 義 太 郎 氏 、 天 内 元 三 氏 、 水 上 知 剛 氏 、 小 杉 仁 志 氏、

鈴 木 祐 輔 氏 、 成 田 幸 司 氏 、 古 川 明 憲 氏 、 横 山 英 樹 氏 の 十 一 名 で 、 こ の う ち 六 名 は こ れ ま で も 同 委 員 を 務 め ら れ て お りま

す 。 い ず れ の 方 々 も 農 業 委 員 会 委 員 ま た は 農 業 者 と し て 農 業 に 対 す る 識 見 が 高 く 、 ま た は 学 識 経 験 豊 か な 方 々 で あ り、

委 員 と し て 適 任 で あ る と 考 え て お り ま す の で 、 議 会 の 同 意 を お 願 い す る も の で あ り ま す 。  

  議 案 第 四 十 一 号 藤 崎 町 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 等 並 び に そ の 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 。 本 件 は、

議 会 改 革 特 別 委 員 会 に お い て 協 議 さ れ 、 藤 崎 町 特 別 職 報 酬 等 審 議 会 に お い て 審 議 さ れ ま し た 議 員 の 報 酬 額 に つ い て 、増

額 と す る 旨 の 答 申 書 が 提 出 さ れ た こ と か ら 、 答 申 内 容 に 準 じ 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

  議 案 第 四 十 二 号 工 事 の 請 負 契 約 の 件 。 本 件 は 、 旧 弘 前 実 業 高 校 藤 崎 校 舎 屋 内 フ ァ ー ム 等 整 備 工 事 を 行 う た め の 請 負契

約 の 締 結 に つ い て 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。 ま た 、 契 約 業 者 に つ き ま し て は 、 五 社 に よ る 指 名 競 争 入 札の

結 果 、 株 式 会 社 マ ル ノ 建 築 設 計 に 決 定 し た も の で あ り ま す 。 な お 、 工 期 は 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で と な っ て お り ま す。  

  議 案 第 四 十 三 号 工 事 の 請 負 契 約 の 件 。 本 件 は 、 明 徳 中 学 校 校 舎 予 防 改 修 工 事 （ 一 期 ） を 行 う た め の 請 負 契 約 の 締 結に

つ い て 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。 ま た 、 契 約 業 者 に つ き ま し て は 、 五 社 に よ る 指 名 競 争 入 札 の 結 果 、 株式
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会 社 タ ナ ッ ク ス 弘 前 支 店 に 決 定 し た も の で あ り ま す 。 な お 、 工 期 は 令 和 六 年 三 月 二 十 三 日 ま で と な っ て お り ま す 。  

  議 案 第 四 十 四 号 工 事 の 請 負 契 約 の 件 。 本 件 は 、 明 徳 中 学 校 屋 内 運 動 場 予 防 改 修 工 事 （ 一 期 ） を 行 う た め の 請 負 契 約の

締 結 に つ い て 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。 ま た 、 契 約 業 者 に つ き ま し て は 、 五 社 に よ る 指 名 競 争 入 札 の 結 果、

株 式 会 社 三 浦 組 に 決 定 し た も の で あ り ま す 。 な お 、 工 期 は 令 和 六 年 三 月 二 十 三 日 ま で と な っ て お り ま す 。  

  議 案 第 四 十 五 号 財 産 の 取 得 の 件 。 本 件 は 、 小 型 動 力 ポ ン プ 付 積 載 車 の 購 入 に つ い て 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あり

ま す 。 ま た 、 契 約 業 者 に つ き ま し て は 、 五 社 に よ る 指 名 競 争 入 札 の 結 果 、 株 式 会 社 富 士 商 会 に 決 定 し た も の で あ り ま す。

な お 、 納 入 期 限 に つ き ま し て は 、 令 和 六 年 三 月 二 十 五 日 ま で と な っ て お り ま す 。  

  議 案 第 四 十 六 号 令 和 五 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 二 回 ） 案 。 今 回 の 補 正 は 、 人 事 異 動 等 に 伴 う 人 件 費 の 調 整の

ほ か 、 エ ネ ル ギ ー ・ 食 料 品 価 格 等 の 物 価 高 騰 の 影 響 を 受 け た 生 活 者 等 に 対 し 、 地 域 の 実 情 に 合 わ せ た 必 要 な 支 援 を 実施

す る た め の 事 業 費 の 追 加 を 中 心 と し た も の で 、 歳 入 歳 出 と も 二 億 一 千 六 百 八 十 万 一 千 円 を 追 加 し 、 予 算 規 模 は 七 十 五億

八 千 八 百 六 十 七 万 八 千 円 と な る も の で あ り ま す 。  

  ま ず 、 歳 入 の 主 な 補 正 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

  第 十 四 款 国 庫 支 出 金 及 び 第 十 五 款 県 支 出 金 の 追 加 は 、 主 に 物 価 高 騰 の 影 響 を 受 け た 生 活 者 等 へ の 支 援 の た め の 財 源を

追 加 す る も の で あ り 、 第 十 八 款 繰 入 金 の 追 加 は 、 予 算 調 整 の た め の 財 政 調 整 基 金 の ほ か 、 旧 弘 前 実 業 高 校 藤 崎 校 舎 への

遊 具 の 設 置 に 公 共 施 設 等 整 備 基 金 を 活 用 す る も の で あ り ま す 。  

  ま た 、 第 二 十 款 諸 収 入 は 、 旧 弘 前 実 業 高 校 藤 崎 校 舎 へ の 遊 具 の 設 置 及 び 町 内 会 の コ ミ ュ ニ テ ィ ー 活 動 に 対 応 す る ため

の 助 成 金 を 追 加 す る も の で あ り ま す 。  

  次 に 、 歳 出 の 主 な 補 正 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

  第 二 款 総 務 費 、 企 画 費 、 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 の 追 加 は 、 全 国 か ら 医 療 ・ 福 祉 職 を 希 望 す る 子 育 て 世 帯 の 移 住 を 推進
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す る た め の 補 助 金 及 び 町 内 会 が 自 主 的 に 実 施 す る コ ミ ュ ニ テ ィ ー 活 動 に 必 要 な 備 品 等 を 整 備 す る た め の 補 助 金 を 計 上す

る も の で あ り 、 地 方 創 生 推 進 費 の 追 加 は 主 に 旧 弘 前 実 業 高 校 藤 崎 校 舎 へ 遊 具 を 設 置 す る た め の 事 業 費 を 計 上 す る も ので

あ り ま す 。  

  第 三 款 民 生 費 、 電 力 ・ ガ ス ・ 食 料 品 等 価 格 高 騰 重 点 支 援 給 付 事 業 費 の 追 加 は 、 物 価 高 騰 の 影 響 を 受 け た 住 民 税 非 課税

世 帯 に 一 世 帯 当 た り 三 万 円 を 支 給 す る 事 業 費 を 計 上 す る も の で あ り 、 低 所 得 子 育 て 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 事 業 費 （ ひと

り 親 世 帯 以 外 分 ） 及 び 青 森 県 ひ と り 親 世 帯 等 臨 時 特 別 給 付 金 給 付 事 業 費 の 追 加 は 、 物 価 高 騰 の 影 響 を 受 け た 低 所 得 の子

育 て 世 帯 に 子 供 一 人 当 た り 十 万 円 を 支 給 す る 事 業 費 を 計 上 す る も の で あ り ま す 。  

  第 七 款 商 工 費 、 商 工 振 興 費 の 追 加 は 、 物 価 高 騰 の 影 響 を 受 け た 生 活 者 を 支 援 す る た め 、 町 民 一 人 当 た り 五 千 円 分 の商

品 券 を 交 付 す る 事 業 費 を 計 上 す る も の で あ り ま す 。 ま た 、 認 定 こ ど も 園 や 小 学 校 の 送 迎 用 バ ス の 置 き 去 り 事 故 防 止 のた

め 、 第 三 款 民 生 費 、 児 童 福 祉 総 務 費 、 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金 及 び 第 十 款 教 育 費 、 事 務 局 費 、 バ ス 置 き 去 り 防止

後 方 確 認 ブ ザ ー 設 置 業 務 委 託 料 を 追 加 し 、 子 供 の 安 全 対 策 に 万 全 を 期 す る も の で あ り ま す 。  

  議 案 第 四 十 七 号 令 和 五 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 一 回 ） 案 。 今 回 の 補 正 は 、 人 事異

動 等 に 伴 う 人 件 費 の 調 整 が 主 な も の で 、 歳 入 歳 出 と も 百 十 四 万 一 千 円 を 減 額 し 、 予 算 規 模 は 十 七 億 八 千 四 百 八 十 五 万九

千 円 と な る も の で あ り ま す 。  

  議 案 第 四 十 八 号 令 和 五 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 一 回 ） 案 。 今 回 の 補 正 は 、 人 事 異 動等

に 伴 う 人 件 費 の 調 整 に よ る も の で 、 歳 入 歳 出 と も 九 十 九 万 六 千 円 を 減 額 し 、 予 算 規 模 は 十 八 億 二 百 万 四 千 円 と な る もの

で あ り ま す 。  

  議 案 第 四 十 九 号 令 和 五 年 度 藤 崎 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 一 回 ） 案 。 今 回 の 補 正 は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に お い て、

人 事 異 動 等 に 伴 う 人 件 費 の 減 額 を 予 備 費 で 調 整 す る も の で 、 予 算 規 模 は 収 入 支 出 と も 三 億 七 千 五 百 二 万 四 千 円 と 変 わら
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な い も の で あ り ま す 。  

  議 案 第 五 十 号 令 和 五 年 度 藤 崎 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 一 回 ） 案 。 今 回 の 補 正 は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に お い て、

人 事 異 動 等 に 伴 う 人 件 費 の 増 額 を 一 般 会 計 補 助 金 で 調 整 す る も の で 、 収 入 支 出 の 予 定 額 を 九 十 九 万 一 千 円 追 加 し 、 予算

規 模 は 収 入 支 出 と も 五 億 七 千 八 百 七 十 九 万 二 千 円 と な る も の で あ り ま す 。  

  以 上 、 提 出 議 案 の 概 要 に つ い て ご 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 議 事 の 進 行 に 伴 い 、 ご 質 問 に 応 じ 、 本 職 を は じ め 関 係 者か

ら 詳 細 に ご 説 明 申 し 上 げ た い と 思 い ま す 。 何 と ぞ 慎 重 ご 審 議 の 上 、 原 案 の と お り ご 決 定 を 賜 り ま す よ う 、 よ ろ し く お願

い 申 し 上 げ ま す 。  

○ 議 長 （ 小 野  稔 君 ）  

  日 程 第 五 、 陳 情 書 の 委 員 会 付 託 の 件 を 議 題 と し ま す 。  

  陳 情 第 三 号 「 核 兵 器 禁 止 条 約 の 署 名 ・ 批 准 を 求 め る 意 見 書 」 採 択 の 陳 情 及 び 陳 情 第 四 号 「 国 に 対 し 、 適 格 請 求 書 等保

存 方 式 （ イ ン ボ イ ス 制 度 ） の 延 期 ・ 見 直 し を 求 め る 陳 情 書 」 を 総 務 産 業 常 任 委 員 会 に 付 託 い た し ま し た 。  

  以 上 の と お り 報 告 し ま す 。  

  こ れ を も っ て 本 日 の 日 程 は 終 了 い た し ま し た 。  

  本 日 は こ れ に て 散 会 し ま す 。  

  ご 苦 労 さ ま で し た 。  

     散  会  午 前 十 時 五 十 二 分  

                                                    


